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セーフティネット機能の発揮
■経営環境や金融環境の変化などに対応し、中小企業者の皆さまの資金繰りを支援しています。

政策性の発揮

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた中小企業者の皆さまのため、全国66支店に特別相談窓口を設置し、融資や
返済に関するご相談を承っています。売上が減少するなど、一定の要件に該当する方々については、「新型コロナウイルス感
染症特別貸付」により支援を行っています。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響による業績悪化によって財務が毀損した方々については、財務面及び資金繰り面の
改善を図るため、「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付」により積極的に支援を行っています。

　新型コロナウイルス感染症に関連する融資の実績は、令和5年3月末までの累計で、61,441件、6兆3,867億円となりました。
　そのうち、新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付の実績は、令和5年3月末までの累計で6,787件、
9,862億円となっています。

新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた中小企業者の皆さまからのご相談を承っています

新型コロナウイルス感染症関連の融資実績

新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付の融資実績
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　癒し場不動産株式会社は、観光庁、自治体、関係機
関等が連携して2017年にスタートした「湯河原エリアを
モデル地域とした持続可能な温泉旅館街の構想策定プ
ロジェクト」の推進主体として設立されました。地域活
性化のため、廃業等に至った商業施設等を取得後、リ
ノベーションを施したうえで専門運営事業者に運営を
委託し、賃貸収入を得ることを事業としています。
　今次計画は、コロナ禍の影響により事業継続が困難
になった旅館２軒を買取・賃借し、リノベーションを施
したうえで、湯河原エリアでの旅館経営に定評がある
専門運営事業者に運営委託することで再生を図るもの
で、湯河原町の活性化に必要な取組みとの共通認識の
もと、地域経済活性化支援機構（REVIC）が運営する観
光ファンド、さがみ信用金庫及び三島信用金庫は設備
資金の投融資や役員派遣を行い、日本公庫は新型コロ
ナ対策資本性劣後ローンによる協調融資を実行するな
ど、官民が連携した支援を実施しました。

役員派遣
（ハンズオン）

リノベーション
資金等

自治体等

補助金 社債引受 融資 投融資 資本性ローン

観光ファンド
（REVIC） さがみ信金

事業継続に悩みを抱える
旅館オーナー

専門運営事業者
（旅館オペレーター）

三島信金 日本公庫

官民連携支援

リノベーション投資のうえ
長期賃貸借

癒し場不動産株式会社

物件
買取・賃借 物件賃貸

運営委託

　中小企業者の皆さま向けの融資制度「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付」を令和２年８月３日から実施し
ています。
　本融資制度は、新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている経済環境下にあって、関係機関の支援を受けて事業
の発展・継続を図る方に対し、財務体質強化を図るための資本性資金を供給する貸付制度です。

利用対象者 融資限度額 融資期間（うち据置期間） 融資利率
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方。ただし、
次のいずれかに当てはまる方に限る。
(1)　J-Startupプログラムに選定された方又は独立

行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資
事業有限責任組合から出資を受けて事業の成長
を図る方

(2)　中小企業活性化協議会（旧：中小企業再生支援
協議会を含む。）又は独立行政法人中小企業基盤
整備機構が出資する投資事業有限責任組合の関
与のもとで事業の再生を行う方

(3)　上記(1)及び(2)に該当しない方であって、事業
計画書を策定し、民間金融機関等による支援を受
けられる等の支援体制が構築されている方（注2）

10億円
５年１ヵ月、7年、10年、
15年、20年のいずれか

（期限一括償還）

ご融資後３年間は0.50％。ご融資後３年経過後は、毎年直近
決算の業績に応じて、次の２区分の利率が適用されます。
税引後

当期純利益額
期間５年１ヵ月、7年
期間10年 期間15年 期間20年

０円以上 2.60％ 2.70％ 2.95％
０円未満 0.50％ 0.50％ 0.50％

（注1）令和5年4月1日現在の制度概要です。
（注2）民間金融機関等からの協調支援を希望しない方等である場合には、認定経営革新等支援機関の支援を受けて事業計画書を策定する方が対象になります。

　中小企業者の皆さま向けの融資制度「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を令和２年３月17日から実施しています。
　本融資制度は、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に業況悪化をきたしている方を支援するための貸付制度です。

利用対象者 融資限度額 融資期間（うち据置期間） 融資利率
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次の(1)又
は(2)のいずれかに当てはまる方であって、かつ、(3)
に当てはまる方
(1)　最近１ヵ月間の売上高又は過去6ヵ月（最近1ヵ月

を含む）の平均売上高が前5年のいずれかの年の同
期と比し５％以上減少していること又はこれと同様
の状況にあること

(2)　債務負担が重くなっていること
(3)　中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展するこ

とが見込まれること

６億円 設備資金20年以内（５年以内）
運転資金20年以内（５年以内）

基準利率
ただし、4億円を限度として融資後３年目までは 
基準利率−0.9％、４年目以降は基準利率

（注）令和5年4月1日現在の制度概要です。

新型コロナウイルス感染症特別貸付（注）

新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付（注1）

コロナ禍に立ち向かい地域活性化に取り組む事業者を官民が連携して支援
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災害復興支援
■災害による被害を受けた中小企業者の皆さまの復旧・事業再開に向け、資金繰りなどの支援をしています。

　中小企業事業では、地震や台風などの自然災害により被害を受けた中小企業者の皆さまへの対応として、特別相談窓口を
開設するとともに、災害復旧貸付を実施し、復旧・事業再開に向けた支援を行っています。

災害復興支援の融資実績

主な災害復興支援の貸付状況（令和5年3月末までの累計）
発生時期

災害名 主な被災地
貸付実績

年 月 件数 金額（億円）
平成7 1 阪神・淡路大震災 大阪府、兵庫県 3,906 1,748
平成16 10 中越地震 新潟県 135 37
平成23 3 東日本大震災 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 26,379 17,874
平成28 4 熊本地震 熊本県、大分県 913 515
平成30 5〜7 平成30年7月豪雨 岡山県、広島県、愛媛県 80 37
平成30 9 北海道胆振東部地震 北海道 14 3

令和元年 10 令和元年台風第19号、第20号、
第21号

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 132 93

令和2年 7 令和2年7月豪雨 山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、
大分県、鹿児島県 37 19

　令和4年度は、コロナ禍長期化や物価高の影響により、
厳しい状況にある中小企業者の皆さまに対して、円滑な
資金供給を行いました。
　令和4年度の「セーフティネット貸付（震災セーフティ
ネット及び新型コロナウイルス感染症特別貸付を含む）」
の融資実績は、9,559件（前年度比75.1%）となりました。

セーフティネット貸付の融資実績

　中小企業事業では、地震、大雨、暴風雪などの災害の発生、大型の企業倒産など不測の事態が発生した場合、直ちに特別
相談窓口を設置し、影響を受けた中小企業者の皆さまからの融資や返済条件の緩和などのご相談に迅速に対応しています。

●特別相談窓口を設置し、中小企業者の皆さまのご相談に迅速に対応しています。

現在設置中の特別相談窓口（令和5年4月末現在）

窓口数 主な窓口名 設置年月

災害関連 7
東日本大震災に関する特別相談窓口 平成23年3月

令和2年7月3日からの大雨による災害に関する特別相談窓口 令和2年7月

そ の 他 4
新型コロナウイルスに関する特別相談窓口 令和2年2月

ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口 令和3年11月
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セーフティネット貸付の概要

資金名 ご利用いただける方（概要） 融資限度額 融資期間

経営環境変化対応資金 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的
に売上の減少等業況悪化をきたしている方 7億2千万円

運転資金8年以内
設備資金15年以内

金融環境変化対応資金 金融機関との取引状況の変化により、資金繰りに困難
をきたしている方 3億円

取引企業倒産対応資金 関連企業の倒産により経営に困難をきたしている方 1億5千万円 運転資金8年以内
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新たな事業への取組み支援
■新たな事業への取組みを行う中小企業者やスタートアップを積極的に支援しています。

　中小企業事業は、高い成長性が見込まれる新事業に取り組む中小企業者の皆さまを支援する特別貸付「新事業育成資金」及び
我が国の経済成長及び社会課題の解決を先導することが見込まれるスタートアップの成長を支援する特別貸付「スタートアップ
支援資金」に積極的に取り組んでおり、現行の制度がスタートしてからの累計実績（注）は15,963先、7,693億円にのぼっています

（令和５年３月末時点）。
　　（注）新事業育成資金は平成12年２月から、スタートアップ支援資金は令和５年２月から制度がスタートしています。融資実績には、挑戦支援資本強化特別貸付を含みます。

　中小企業事業は全国39拠点に「新事業・スタートアップ推進担当」を設置しています。地域金融機関やベンチャーキャピタルな
どの外部機関との連携を強化することで、地域で新事業に取り組む中小企業者及びスタートアップの皆さまへの支援を積極的に
推進していきます。

新事業育成資金及びスタートアップ支援資金の融資実績

地域での新たな事業への取組みを支援

　資本性ローン（制度名：「挑戦支援資本強化特別貸付（旧挑
戦支援資本強化特例制度）」）は、新事業等に取り組む中小企
業の財務体質の強化を図るために資本性資金を供給する制
度で、平成20年４月より取扱いを開始したものです。
　本制度は、無担保・無保証人、融資期間5年1ヵ月又は6年
から20年までの各年（期限一括償還）で、融資後１年ごとに業
績に応じた利率が適用されるほか、本制度による債務の一部
は、金融検査上自己資本とみなすことができます。

　「新事業育成資金」及び「スタートアップ支援資金」には、株
式公開を目指すスタートアップなどを対象として、企業が新
たに発行する新株予約権を中小企業事業が取得することによ
り無担保資金を供給する「新株予約権付融資」があります。

●資本性ローンの利用状況

●新株予約権付融資の利用状況

資本性ローン（新事業型）

年度 令和2年度 3年度 4年度

融資先数 36先 23先 22先

金額 41億円 29億円 21億円

新事業育成資金及びスタートアップ支援資金

年度 令和2年度 3年度 4年度

融資先数 285先 639先 825先

金額 216億円 272億円 432億円

新事業育成資金及びスタートアップ支援資金のうち、新株予約権付融資

年度 令和2年度 3年度 4年度

融資先数 15先 41先 69先

金額 20億円 35億円 75億円

　大森支店中小企業事業は、近距離モビリティ「WHILL（ウィル）」
の開発・製造販売を手掛けるWHILL株式会社に対して、資本性
ローンを適用した融資を実施しました。
　「WHILL」は、免許不要で歩行領域を走行できる一人乗りの近
距離モビリティで、高いデザイン性や操作性等を備えた自動車
でも自転車でもない新しい近距離用の移動手段です。
　「すべての人の移動を楽しくスマートにする」をミッションとし
て、製品化のための資金調達、量産化のための供給体制の整
備や部品供給先探し等様々な課題を乗り越え、普及価格帯モデ
ルや安定して長く走ることが可能なスクータータイプのモデル

等をリリースしています。これまでに、空港や商業施設等で導
入されているほか、近年では、高齢者の移動手段の一つとして

「WHILL」に対する注目が高まっており、取扱自動車ディーラー
（正規販売店）が全国に拡大しています。
　障害の有無や年齢に関わらず、誰もが楽しく安全に乗れる

「WHILL」と付随サービスの提供により、既存の交通機関や目
的地などとをつなげる、シームレスな移動体験が期待されてい
ます。令和４年５月にはWoven Capital（トヨタ自動車の子会社）
との資本業務提携を実現し、生産体制のグローバル拡大や空
港・病院などでの自動運転サービスの拡大が加速しています。

近距離モビリティの開発・製造販売を手掛けるスタートアップを支援し、ラストワンマイルの課題解決に貢献

連携
正規販売店

～安心安全なモビリティライフ普及で連携～

WHILL（株）
出資・協業

全国の自動車ディーラー
100社

ベンチャーキャピタル・コーポレートベンチャーキャピタル
融資

民間金融機関

融資（資本性ローン）

日本政策金融公庫
当社製品「WHILL ModelC2」
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海外展開企業への支援

海外展開への取組みを支援

クロスボーダーローンについて

　令和4年度の「海外展開・事業再編資金」の融資実績は434
先、405億円となりました。そのうち「クロスボーダーローン」

（海外現地法人に対する直接融資）の融資実績は94先（76億
円）となりました。

　令和4年度のスタンドバイ・クレジット制度の利用実績は、
タイ、中国、韓国、インドネシア、ベトナム、メキシコ、シン
ガポール、マレーシア及び台湾の提携金融機関に対して信用
状を発行し、82先となりました。

●「海外展開・事業再編資金」の利用状況

●スタンドバイ・クレジット制度の利用状況

　中小企業事業では、10,839先のお取引先現地法人等が海
外で活躍しており、中小企業者の皆さまの海外展開を支援す
る海外展開・事業再編資金、スタンドバイ・クレジット制度に
よる資金調達支援に取り組んでいます。また海外展開してい
るお取引先の多い全国36拠点に「海外事業支援推進担当」を
設置するなどサポート体制を構築しています。

　クロスボーダーローンは、海外の構造的変化等に適応するために、国内親会社（中小企業者等）と共同で経営力向上や経営
革新、地域経済の活性化等に取り組む海外現地法人に対して、日本公庫が直接融資する制度です。ご利用いただける国・地
域は、タイ、ベトナム、香港、シンガポール、フィリピンとなっています。

中小企業事業のお取引先現地法人等の先数
（令和5年3月末）

中国
（香港含む）
3,783先
（35％）

 ASEAN
3,696先
（34％）

その他
2,258先
（21％）

10,839先
（100％）

アメリカ
1,102先
（10％）

海外展開関連制度の実績推移

（先）

3年度

482

85

397

令和元年度

725

106

619

2年度

274
83

191

0

100

300

400

500

600

700

800

200

海外展開・事業再編資金
スタンドバイ・クレジット制度

4年度

516
82

434

海外展開関連制度の実績

　阿倍野支店中小企業事業は、各種プラント設備の製作・据付工事を手掛ける株式会社ソルテック工業のベトナム現地法人であ
るSOLTEC VIETNAM COMPANYに対してクロスボーダーローンを適用しました。
　平成22年に設立された同社は、設計から製造・据付工事までを一貫して対応可能
なことに加え、ベトナムにおいて日本の品質基準に準じた品質管理や納期遵守を徹
底した結果、大手の現地取引先の獲得や日本向けのプラント設備の加工も手掛ける
など、着実に事業を拡大しています。
　本件は、主力取引行である南都銀行と連携し、現地法人に対して事業拡大のため
の運転資金を協調融資にて支援しました。
　なお、クロスボーダーローンの導入により、国内親会社のバランスシートのスリム化
や長期安定資金の調達による現地法人の資金繰り安定化などの効果が見込まれます。

経済産業局／
都道府県等 日本公庫国内親会社 海外現地法人

クロスボーダーローンのスキーム図

⑥貸付金・利息返済

④貸付契約

⑤貸付金送金
①計画認定・承認申請

②計画認定・承認

③借入申込

④連帯保証

クロスボーダーローンを適用し、ベトナム進出企業の事業拡大を支援
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スタンドバイ・クレジット制度について
　スタンドバイ・クレジット制度は、国内親会社（中小企業者等）と共同で経営力向上や経営革新、地域経済の活性化等に取り
組む海外現地法人等が、日本公庫の提携金融機関から現地流通通貨建て長期資金の借入を行う際、その債務を保証するため
に日本公庫がスタンドバイ・クレジット（信用状）を発行することで、海外での円滑な資金調達を支援するものです。提携金融
機関はアジアを中心に、令和5年3月末時点で15行となっています。

スタンドバイ・クレジット制度のスキーム図

日本 海外

日本公庫

国内親会社

経済産業局/都道府県等

海外現地法人等

地域金融機関

地域金融機関と連携したスキーム

信用状の
発行依頼

計画認定
・承認申請

債務保証

信用状の
発行依頼

計画認定
・承認

信用状の発行
提携金融機関

現地流通
通貨建て融資 融資申込

国内地域金融機関との業務連携
　中小企業事業では、より多くの中小
企業者の皆さまにスタンドバイ・クレ
ジット制度を利用いただけるよう、平
成25年度から全国各地の地域金融機
関と連携したスキームを構築していま
す。当該連携スキームにより、中小企
業者の皆さまにとっては、日常取引の
ある地域金融機関を窓口に手続きが
でき、また地域金融機関にとっては日
本公庫の海外ネットワークを制度イン
フラとして活用できるといったメリット
があります。
　令和5年3月末時点で、全国61の地
域金融機関と連携しており、制度開始
以降延べ58先に対して、本連携スキー
ムによる信用状を発行しました。

韓国：ＫＢ國民銀行

台湾：合作金庫銀行

メキシコ：バノルテ銀行

中国：山口銀行 中国：名古屋銀行

中国：横浜銀行

中国：平安銀行

インド：インドステイト銀行

タイ：バンコック銀行

ベトナム：ベト・イン・バンク

フィリピン：メトロポリタン銀行

ベトナム：HDバンク

インドネシア：バンクネガラインドネシア

マレーシア：CIMB銀行

シンガポール：ユナイテッド・オーバーシーズ銀行

提携金融機関（令和5年3月末現在）

業務連携を行っている地域金融機関（令和5年3月末現在、掲載は五十音順）

　プロニクス株式会社は精密部品等のプラスチック成型加工業者で、取引先の
海外進出に対応するため、タイ及びベトナムに現地法人を設立し、取引先現地
法人等、現地日系企業を中心に低コストかつ高品質の製品を供給しています。
　タイ法人では、当初の金型製造に加え、射出成型機を導入してプラスチック
成型加工業務に事業を拡大、製品の多様化を図っています。
　中小企業事業はスタンドバイ・クレジット制度の連携スキームにより、京都信
用金庫と連携してバンコック銀行に対し信用状を発行し、タイ法人のタイバー
ツでの資金調達を支援しました。

・愛知銀行
・秋田銀行
・阿波銀行
・伊予銀行
・愛媛銀行
・遠州信用金庫
・大分銀行
・大垣西濃信用金庫
・大阪シティ信用金庫
・大阪信用金庫
・香川銀行
・関西みらい銀行
・北伊勢上野信用金庫
・北日本銀行
・岐阜信用金庫
・紀陽銀行

・京都信用金庫
・京都中央信用金庫
・きらぼし銀行
・桑名三重信用金庫
・西京銀行
・佐賀銀行
・三十三銀行
・三条信用金庫
・しずおか焼津信用金庫
・島田掛川信用金庫
・島根銀行
・十八親和銀行
・静清信用金庫
・瀬戸信用金庫
・大光銀行
・第四北越銀行

・但馬銀行
・中京銀行
・筑波銀行
・東濃信用金庫
・東和銀行
・徳島大正銀行
・栃木銀行
・鳥取銀行
・トマト銀行
・富山信用金庫
・長野銀行
・長野県信用組合
・長野信用金庫
・名古屋銀行
・沼津信用金庫
・姫路信用金庫

・百十四銀行
・福井銀行
・福井信用金庫
・福岡銀行
・福島銀行
・富士信用金庫
・富士宮信用金庫
・碧海信用金庫
・三島信用金庫
・みなと銀行
・山形銀行
・横浜銀行
・横浜信用金庫

タイにおける事業拡大をスタンドバイ・クレジット制度で支援
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　令和4年12月、海外への販路開拓・販路拡大を図る中小企業者に対して
切れ目ない支援を行うため、中小企業基盤整備機構（中小機構）及び日本貿
易保険（NEXI）と「海外ビジネス支援パッケージ」を構築しました。
　海外展開に関する課題を抱える中小企業者に対して、3機関が連携し、ビ
ジネスマッチングなどによる海外販売強化支援や金融支援等を実施してい
ます。
　また、各地域において、より多くの中小企業者の海外展開を支援するため、
本スキームに地域金融機関が参加する取組みを推進しています。

　中小企業事業では、お取引先現地法人等の経営課題解決支援やネットワーク構築の場として、取引先現地法人を対象とした
交流会やビジネス商談会を開催しています。

海外における交流会等の開催

　令和4年5月、タイ・バンコクにおいてお取引先現地法人とタイローカル
企業の取引拡大を目的に、第14回日タイビジネス商談会を開催しました。
盤谷日本人商工会議所、タイ投資委員会（BOI）及び日本貿易振興機構と共
同で、日系金融機関45行、地元大手金融機関等が協力して開催し、264社（日
系216社、タイ系48社）が参加するタイ最大規模のビジネス商談会となりま
した。コロナ禍を経て2年超ぶりの開催となった本会は、商談件数は1,300
件弱と、お取引先現地法人にとって、タイローカル企業や日系大企業との
販路開拓等に向けた貴重な対面商談の機会となりました。

　令和4年12月、地域金融機関等13機関との共催で、初めて中国全土の現
地法人を対象とした「中国ビジネス商談会（オンライン）」を4日間にわたって
開催しました。工業や食品など幅広い分野のお取引先や大手日系企業の中
国現地法人延べ117社（バイヤー37社、サプライヤー80社）が参加し、164
件の商談が行われました。参加企業からは「コロナ禍で新規の営業活動が難
しい中、通常では接触できないバイヤーと商談できた。」などの感想を得ら
れ、満足度の高い商談会となりました。

●第14回日タイビジネス商談会

●中国ビジネス商談会（オンライン）

海外ビジネス支援パッケージ

　和光製紙株式会社のタイ現地法人は、製造現場用ペーパーウエス及び飲食店やオフィス等で使用される清掃用不織布を現地で
製造販売していますが、コロナ禍により受注が減少し、新規取引先の開拓を急務としていました。バンコク駐在員事務所では「日タ
イビジネス商談会」への参加を勧め、タイ国外に本社がある商社との商談を含む複数の商談をアレンジしました。その結果、新た
な受注の獲得に成功したほか、他のASEAN諸国への販路開拓にも繋がっています。

海外ビジネス支援パッケージのスキーム図

海外の中小企業支援機関との連携

　中小企業事業は、韓国信用保証基金、インドネシア信用保険公社、タイ信
用保証公社など17機関が加盟するACSIC（アジア中小企業信用補完制度実
施機関連合）に加盟しており、毎年開催される会議に参加し、信用補完制度
実施機関との相互交流を積極的に図っています。
　令和4年11月、「回復と持続可能な成長に向け、中小企業金融をどのよう
に強化すべきか」のテーマの下、韓国・大邱にて韓国信用保証基金の主催に
より開催されました。

●ACSIC加盟機関との連携

第34回 ACSIC会議（韓国）

日タイビジネス商談会による支援事例（和光製紙株式会社タイ現地法人「販路開拓支援」）
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事業再生に向けた取組み支援

　中小企業事業は、事業の再生や経営再建に取り組む中小企業者の皆さまを支援する特別貸付「企業再生貸付」に積極的に取
り組んでいます。

　全国の中小企業活性化協議会が令和4年12月末までに再
生計画策定支援を完了した22,764先のうち、中小企業事業
は2割を超える5,628先の支援に関与しました（令和4年12月
末時点の累計実績）。

企業再生貸付の融資実績

公的再生支援機関との連携実績

■中小企業者の皆さまの事業再生に向けた取組みを
　資本性ローンなどを活用して積極的に支援しています。

　中小企業事業は、中小企業活性化協議会が再生計画の策定支援を行っていたA社に対して、資本性ローン（再生型）を適用し、
融資を実施しました。
　本件では、メイン行が抜本再生支援（DDS）・その他の取引行は貸付による条件変更口の正常化を行うタイミングで、それまで
未取引であった再生企業に対して、再生計画実施に必要な資金として資本性ローンによる新規融資を実施しました。資本性ロー
ンを実施したことで財務基盤強化や資金繰りの安定化につながり、同社の再生を支援しました。
　中小企業事業は、今後とも中小企業者の皆さまの事業再生を積極的に支援していきます。

　中小企業事業では、経営改善等に取り組む中小企業者の皆さまを対象として、民間金融機関と連携し、「シンジケートローン特
別貸付（旧シンジケートローン特例制度）」を活用した支援に取り組んでいます。令和4年度では52社、121億円の参加実績となり
ました。

企業再生貸付

年度 令和2年度 3年度 4年度
融資先数 348先 195先 349先

金額 490億円 280億円 380億円

資本性ローン（再生型）

年度 令和2年度 3年度 4年度
融資先数 63先 17先 21先

金額 51億円 22億円 28億円

中小企業活性化協議会の
再生計画策定支援完了後案件数

（累計）

日本公庫中小企業事業が
支援に関与した案件数（累計）

令和4年度
22,764先 5,628先（24.7%）

（注）令和4年12月末時点

中小企業活性化協議会

A社
（一般貨物運送業者）

日本公庫その他行メイン行

貸付正常化ＤＤＳ
新規融資
「資本性ローン（再生型）」

【シンジケートローン特別貸付の概要】

（注）シンジケートローンとは、借入人に対し、複数の貸付人（銀行等）が同一契約書に基づき共通の条件で行う貸付をいいます。

お
客
さ
ま

日本公庫

民間金融機関

民間金融機関アレンジャー

エージェント

パーティシパント

融資
（金利等条件を統一し、契約書は一本化）

※日本公庫はパーティシパントとしてのみ参加可能

事務代行

パーティシパントの招聘

各種事務手続きの窓口を一本化

組成依頼

「シンジケートローン特別貸付（旧シンジケートローン特例制度）」の概要

公的再生支援機関・民間金融機関と連携して新規融資（資本性ローン（再生型））を実施
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再生支援の実績

(a)
令和3年度実績

(b)
4年度実績

(b)÷(a)
前年同期比

貸出条件緩和先に対する支援 855先 644先 75％

（１）貸付対応による支援（注1） 232先 105先 45％

（２）金融支援手法活用による再生支援
DDS（注2）等による抜本再生 52先 56先 108％

条件変更等による再生 571先 483先 85％

経営改善計画策定支援（顧客企業による主体的な策定の支援） 1,279先 1,433先 112％
（注1）貸出条件緩和先に対するコロナ関連融資等を含む。
（注2）債権の一部を金融検査上自己資本とみなせる資本的劣後ローンに転換し、債務超過解消を図る金融支援手法。

　中小企業活性化協議会の関与下で事業再生に取り組んでいるC社（自動車部品製造業者）に対して、第二会社方式による実質的
な債権放棄を伴う事業再生支援に取り組みました。
　今回の取組みは、再生スキームの構築においてメイン行と日本公庫が連携し、財務スポンサー（再生ファンド）に出資を打診す
るとともに、事業スポンサー候補の選定等に積極的に関与することで、抜本的な再生計画の成立に繋げました。

中小企業活性化協議会

【支援スキームの概要】

メイン行ほか日本公庫

C社

債権放棄
事業譲渡

出資 経営人材

（特別清算）

新会社旧会社

事業会社 
（事業スポンサー）

再生ファンド
（財務スポンサー）

　中小企業事業では、地場の産業や雇用を支えながらも、コロナ禍の影響を受けているＢ社（結婚式場）に対し、中小企業活性化
協議会関与の下、地元金融機関とともに踏み込んだコロナ関連の新規融資を実施しました。
　本件では、新たに策定された再生計画（管理体制強化策等）の内容を評価し、事業継続に必要な資金として地元金融機関等と協
調し経営改善の途上にある同社に対して、既存債権の貸出条件を緩和しながら、コロナ関連の新規融資を実施し資金繰りの安定
化に繋げました。
　今後は、同協議会関与の下、各金融機関と連携して計画の進捗状況をフォローしていきます。

【支援スキームの概要】

中小企業活性化協議会

B社

その他行日本公庫メイン行

コロナ関連融資
＋

既存債権条件変更

コロナ関連融資
＋

既存債権条件変更

コロナ関連融資
＋

既存債権条件変更

公的再生支援機関・民間金融機関と連携して貸出条件緩和先に対する新規融資（コロナ関連融資）を実施

スポンサー等と協働し第二会社方式による事業再生支援を実施
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事業承継への取組み支援
■後継者が不在である企業のＭ＆Ａなど、中小企業者の皆さまの
　事業承継の円滑化を資金・情報の両面から支援しています。

　中小企業事業は、後継者が不在である企業のM&Aや、安
定的な経営権確保のための自己株式取得など、事業や企業
の承継・集約に取り組む中小企業者の皆さまを支援するた
め、特別貸付「事業承継・集約・活性化支援資金」による支援
を行っています。
　中小企業庁は、「事業承継・再編・統合による新陳代謝の
促進」を平成30年度以降の重要政策の一つとして位置付けて
います。当事業は、今後も本融資制度を活用し、事業や企業
の承継・集約に取り組む中小企業者の皆さまの支援に取り組
んでいきます。

　中小企業事業は、事業承継にかかるお客さまの多様な課題に対し、事業承継診断等による意識喚起とともに、事業承継計画
策定支援やＭ＆Ａニーズに対する引き合わせ支援、事業承継支援機関への取次ぎ等による課題解決支援に取り組んでいます。
　また、仕入先や外注先を有するお客さまには、自社のみならず、サプライチェーン全体の事業承継にも目を向けることの重
要性を意識喚起する「サプライチェーン事業承継」の取組みを推進しています。

事業承継・集約・活性化支援資金の融資実績

情報面の支援

事業承継・集約・活性化支援資金融資実績
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平成27年度 28年度 30年度
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100
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109

29年度
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446

2年度 3年度令和元年度

708

376

4年度

680

793

309

572

金額
先数

（注）令和4年度から挑戦支援資本強化特別貸付も実績値に含みます。

583

484

　青森支店中小企業事業は、一般土木建築工事業を手掛け
る株式会社カネヒロに対し、青森銀行と協調し、同一県内に
所在するコンクリートスノコ製造業者（Ａ社）の株式取得資金
の融資を実施しました。
　Ａ社は、社長が高齢で後継者も不在であったため、事業継
続に課題を抱えていましたが、株式会社カネヒロは、事業の
安定継続と自社の事業へのシナジー効果を期待できるとし
て、株式取得に至ったものです。
　株式取得後も全従業員を引き続き雇用し事業を継続するこ
とで、地域経済の維持・発展への貢献が期待されます。

日本公庫
（中小企業事業）

青森銀行

Ａ社
（後継者不在）

株式会社カネヒロ

株式取得

協調融資
実行

協調融資
連携

事業承継・集約・活性化支援資金の支援事例

①お客さま提供用冊子「みらいへのバトン」
収録の「サプライチェーン事業承継診断

（様式）」を用いて、お客さまがサプライ
チェーン全体の事業承継にも目を向けて
いただけるよう意識喚起しています。

②「事業承継事例集（サプライチェーン事
業承継特集号）」を用いて、実際にサプ
ライチェーンの維持・発展を実現した事
例を紹介しています。

「サプライチェーン事業承継」に向けた取組み

① ②

　中小企業においては、仕入先や外注先等のサプライヤーと連携すること
で、販売先に製品やサービス等を供給している場合があります。
　自社の事業承継には意識的に取り組んでいても、仕入先や製造工程の一
部を担う外注先といったサプライヤーが後継者不在等により廃業した場合、
販売先への供給責任を果たせないなど、自社のサプライチェーンに影響を
及ぼす可能性があります。
　このような状況にならないよう、自社の事業承継のみならず、自社のサ
プライヤーにおける後継者の有無や事業承継の準備状況等を把握しておく
ことが必要です。

「サプライチェーン事業承継」の必要性

原材料仕入先A社

外注先B社
（廃業の可能性あり）

自社

仕入

製造工程の
一部を外注

販売
（影響あり）

販売先C社

　調達先変更
　→「近くにない」
　　「規模が小さい」
　　「価格が高い」

　内製化
　→「費用がかかる」
　　「ノウハウがない」
　　「人手が足りない」

⇒早めの対応策検討が必要！
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不動産担保や保証人に依存しない融資

　中小企業事業では、機械装置や商品在庫、知的財産権等を担保の対象とするほか、無担保貸付にも弾力的に対応しています。
特に、無担保貸付は、融資額全体の過半を占めています。
　　（注）資本性ローン（無担保・無保証人の制度）での融資を含みます。

不動産担保に依存しない融資

■不動産担保や保証人に依存しない融資に取り組み、
　中小企業者の皆さまの幅広い資金ニーズに対応しています。

保証人に依存しない融資

保証人に依存しない融資実績

平成平成27年度27年度 28年度28年度 29年度29年度 30年度30年度 令和元年度令和元年度 2年度2年度 3年度3年度 4年度4年度

件数（件） 金額（億円） 件数（件） 金額（億円） 件数（件） 金額（億円） 件数（件） 金額（億円） 件数（件） 金額（億円） 件数（件） 金額（億円） 件数（件） 金額（億円） 件数（件） 金額（億円）

保証人に依存
しない融資実績

11,154
（45.0％）

7,927
（47.4％）

22,329
（95.2％）

14,939
（95.8％）

21,328
（94.8％）

14,187
（95.5％）

18,969
（94.4％）

11,636
（94.4％）

18,315
（93.8％）

10,782
（94.0％）

54,606
（99.3％）

45,254
（99.1％）

20,645
（98.0％）

16.512
（97.9％）

17,384
（97.4％）

13,166
（97.2％）

（注）資本性ローン（無担保・無保証人の制度）での融資を含みます。

　中小企業事業では、従前から経営者保証に依存しない融資に積極的に取り組んでおりますが、平成26年2月に「経営者保証
に関するガイドライン」の適用が開始されたことを受け、保証人の取扱いについて、よりご利用しやすいように変更し、すべて
のご融資申込先に対して、ご案内した結果、保証人に依存しない融資実績が着実に増加しています。

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100（％）

融資実績（直接貸付）に占める無担保貸付の割合（金額ベース）

平成20年度

29年度

30年度

令和元年度

2年度

3年度

無担保貸付 有担保貸付

（注）平成20年度は、無担保貸付を開始した平成20年8月18日以降の融資実績（直接貸付）に占める無担保貸付の割合です。

26.0% 74.0%

58.6% 41.4%

59.0% 41.0%

61.3% 38.7%

89.6% 10.4%

4年度 80.9% 19.1%

95.8% 4.2%

13.4% 86.6%平成25年度

0 20 40 60 80 100（％）

保証人に依存しない貸付の割合（金額ベース）

39.0% 61.0%26年度

95.8% 4.2%28年度

47.4% 52.6%27年度

保証人に依存しない貸付 保証人付き貸付

29年度 95.5% 4.5%

30年度 94.4% 5.6%

4年度 97.2% 2.8%

99.1%2年度 0.9%

令和元年度 94.0% 6.0%

3年度 97.9% 2.1%
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証券化支援

　中小企業金融の円滑化を図るという観点から、中小企業者の皆さま向け貸付債権等の証券化が行われています。
　中小企業事業は、証券化の手法を活用することで、民間金融機関等による中小企業者の皆さまへの無担保資金の円滑な供
給及び中小企業者の皆さまの資金調達手段の多様化を支援しています。また、信用リスク、審査、証券化事務等を適切に負
担することで、民間金融機関等が利用しやすい証券化手法を提供しています。
　証券化支援業務では、買取型、保証型等の手法を活用し、平成16年7月の業務開始から令和5年3月末までの累計で延べ
341の金融機関と連携して、延べ18,008先の中小企業者の皆さまに対する4,439億円の無担保資金の供給を支援しました。

証券化手法を活用し、民間金融機関等による無担保資金の円滑な供給を支援

■証券化手法を活用し、中小企業者の皆さまへの
　無担保資金の円滑な供給・資金調達手段の多様化を支援しています。

資金供給の状況（平成16年7月〜令和5年3月末までの累計）

買取型
（キャッシュ型）

買取型
（シンセティック型） 保証型 合計

組成件数 10件 12件 6件 28件

先　数 2,317先 13,383先 2,308先 18,008先

金　額 537億円 2,958億円 943億円 4,439億円

参加金融機関 89機関 245機関 ７機関 341機関

都市銀行 １機関 − ２機関 ３機関

地銀・第二地銀 36機関 77機関 − 113機関

信用金庫 46機関 155機関 １機関 202機関

信用組合 6機関 13機関 − 19機関

その他 − − ４機関 ４機関

（注）貸付債権元本総額を表示。保証実績は660億円（貸付債権元本総額943億円の７割保証）。

（注）

39の地域金融機関との連携により、CLOを組成
　 証券化支援買取業務において、令和5年3月に「地域金融機関CLOシンセティック型（合同会社クローバー2023）」を組成しました。
中小企業事業は、39の地域金融機関とCDS契約（注）を締結するとともに、特別目的会社（合同会社クローバー2023）が発行した社
債399億円のうち109億円を取得し、50億円に保証を付しました。本CLOによって、38都道府県の1,943先に対して410億円の
無担保資金が供給されました。

Ａ号社債
240億円(格付AAA)

Ｂ号社債
109億円(格付BBBｰ)

Ｃ号社債(日本公庫の保証付き)
50億円(格付AA+)

中小企業事業が案件組成全体をコーディネート

投資家

投資家

日本公庫中小企業
の皆さま 日本公庫参加

金融機関
特別目的
会社無担保

貸付
CDS契約 CDS契約

〈令和4年度案件の参加金融機関〉
山形銀行、東北銀行、七十七銀行、北陸銀行、清水銀行、十六銀行、鳥取銀行、四国銀行、筑邦銀行、栃木銀行、京葉銀行、香川銀行、北
海道信金、旭川信金、帯広信金、米沢信金、しののめ信金、川口信金、横浜信金、かながわ信金、朝日信金、城南信金、瀧野川信金、富山
信金、高山信金、長浜信金、京都北都信金、大阪信金、大阪シティ信金、大和信金、姫路信金、西兵庫信金、玉島信金、西中国信金、観音
寺信金、熊本信金、青森県信組、飛驒信組、笠岡信組
（注）CDS契約：クレジット・デフォルト・スワップ契約。一種の損失補償契約。

Ｂ号社債
83億円(格付AAｰ)

買取型の取組事例
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